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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
公
的
年
金
業
務
の
効
率
的
執
行
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
ア
ル
プ
ス
電
気
株
式
会
社
製
パ
ピ
ア
ー
ト
六
・
三
（
以
下
「
パ
ピ
ア
ー
ト
」
と
い
う
。
）
は
、
未
記
入
の
伝
票

等
の
定
型
文
書
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
保
存
し
、
必
要
に
応
じ
て
印
刷
す
る
機
器
で
あ
る
が
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、

約
八
百
種
類
あ
る
社
会
保
険
事
業
の
実
施
に
必
要
な
帳
票
（
以
下
「
帳
票
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
使
用
頻
度
の
少
な
い
約

四
百
種
類
の
帳
票
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
を
用
い
て
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
帳
票
の
在
庫
管
理
に
係
る
事
務
の
負
担
の
軽

減
等
を
図
る
た
め
、
平
成
十
一
年
度
に
お
い
て
、
都
道
府
県
の
保
険
主
管
課
（
部
）
、
国
民
年
金
主
管
課
（
部
）
及
び
社
会

保
険
事
務
所
（
現
在
の
地
方
社
会
保
険
事
務
局
及
び
社
会
保
険
事
務
所
（
地
方
社
会
保
険
事
務
局
事
務
所
を
含
む
。
）
。
以

下
「
社
会
保
険
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
に
パ
ピ
ア
ー
ト
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
パ
ピ
ア
ー
ト
の
賃
貸
借
契
約
に
係

る
費
用
は
庁
費
の
予
算
科
目
で
支
出
し
て
お
り
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
予
算
及
び
平
成
十
一
年
度
か

ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
決
算
に
お
け
る
当
該
費
用
の
金
額
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
国
民
年
金
担
当
部
局
に
も
パ
ピ
ア
ー
ト
を
導
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

一



（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
事
務
所
等
に
お
い
て
導
入
し
て
い
る
パ
ピ
ア
ー
ト
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
事
務
所
等
別
の
平
成
十
五
年
度
末
現

在
に
お
け
る
導
入
台
数
及
び
平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
賃
借
料
の
合
計
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
パ
ピ
ア
ー
ト
は
、
社
会
保
険
庁
本
庁
に
お
い
て
、
随
意
契
約
に
よ
り
株
式
会
社
カ
ワ
グ
チ
技
研
か
ら
一
括
し

て
賃
借
し
て
お
り
、
そ
の
費
用
に
は
国
民
年
金
の
保
険
料
財
源
を
充
て
て
い
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
パ
ピ
ア
ー
ト
を
使
用
し
た
帳
票
の
社
会
保
険
事
務
所
等
別
の
印
刷
枚
数
は
、
別
表
第
三
の
と
お

り
で
あ
る
。

パ
ピ
ア
ー
ト
の
導
入
に
係
る
事
務
効
率
の
向
上
等
の
成
果
と
し
て
は
、

�

従
来
、
社
会
保
険
庁
本
庁
に
お
い
て
印
刷
し
た
上
で
、
社
会
保
険
事
務
所
等
に
送
付
し
、
管
理
換
え
し
て
い
た
帳
票
の

う
ち
、
特
に
使
用
頻
度
が
少
な
い
一
部
の
も
の
に
つ
い
て
同
庁
に
お
け
る
印
刷
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
こ
と
に
伴
い
、

同
庁
に
お
け
る
帳
票
の
印
刷
等
に
係
る
事
務
及
び
社
会
保
険
事
務
所
等
に
お
け
る
帳
票
の
在
庫
管
理
等
に
係
る
事
務
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
。

二



�

帳
票
を
窓
口
で
即
座
に
印
刷
で
き
る
こ
と
か
ら
、
被
保
険
者
へ
の
対
応
が
迅
速
化
さ
れ
た
こ
と
。

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

予
算
上
、
帳
票
の
印
刷
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
他
の
一
般
的
な
事
務
処
理
に
要
す
る
費
用
と
一
体
的
に
経
理
し
て

い
る
た
め
、
帳
票
の
印
刷
に
要
す
る
費
用
に
係
る
金
額
を
区
分
し
て
、
お
尋
ね
の
「
「
パ
ピ
ア
ー
ト
」
導
入
前
後
の
印
刷
予

算
の
増
減
」
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
帳
票
の
印
刷
に
実
際
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
社
会
保
険
事
務
所
等
で
使
用
す
る
帳
票
に
つ
い

て
は
、
そ
の
大
半
を
社
会
保
険
庁
本
庁
に
お
い
て
印
刷
し
た
上
で
、
社
会
保
険
事
務
所
等
に
送
付
し
、
管
理
換
え
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
か
か
る
印
刷
に
要
し
た
費
用
の
額
は
、
パ
ピ
ア
ー
ト
導
入
前
の
平
成
十
年
度
に
お
い
て
は
二
十
億
三
千

二
百
五
十
四
万
四
千
四
百
二
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
パ
ピ
ア
ー
ト
導
入
後
の
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、
事
務
処
理
の

効
率
化
の
た
め
に
帳
票
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
十
四
億
六
千
二
百
五
十
六
万
九
千
八
十
四
円
と
な

っ
て
い
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

三



パ
ピ
ア
ー
ト
を
製
造
し
て
い
る
会
社
は
、
ア
ル
プ
ス
電
気
株
式
会
社
で
あ
る
。
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